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岐阜模型飛行場ＲＣクラブ（ＧＭＨ）

リモート IDの搭載不要の条件

１ リモート ID の搭載義務

令和 4 年 6 月 19 日までに申請して登録した機体につきましてはリモート ID 搭載は不要ですが、6 月 20 日以

降に申請して登録した機体につきましては搭載が必要です。

ただし、リモート ID 特定区域の届出を行った機体につきましては、搭載が免除されます。

今後、新たに機体を登録した場合は、その都度届出を行えば、リモート ID 搭載が免除されます。

ラジコンクラブから機体登録を行った場合におきましても同様ですのでご注意ください。

■ラジコンクラブで登録をすれば、あるいはラジコン協会で代行をすれば、どの機体でもリモート ID 搭載が免

除されるという誤った情報が広まっているようですが、そういった特例措置はございません。

クラブや個人でリモート ID 特定区域の届出を行ってくださいますようお願いいたします。

■リモート ID 搭載が免除されている機体か調べる方法

ＤＩＰＳにログインし「各手続き手順の確認」⇒「無人航空機の登録申請」⇒「機体情報・使用者情報の確認/

変更」⇒「詳細」ボタンをクリック

リモートID搭載義務対象 という項目があります。対象外となっていればリモートID搭載が免除されています。



２ リモート ID 特定区域の届出

■リモート ID 特定区域の届出書 ひな形

省略

■リモート ID 特定区域の届出書（別紙）ひな形



■リモート ID 特定区域の届出

・新規の届出は、紙で用意して、郵送により提出します。

⇒国土交通省航空局・地方航空局 無人航空機登録制度担当から下記のとおりメールが届きます。

ドローン登録システムをご利用いただきありがとうございます。

リモート ID特定区域の届出の確認が完了しました。

届出内容の詳細は、ドローン登録システム内の「届出一覧」からご確認ください。

届出した機体を飛行させる際は、届出書の写し及び届出番号を携帯してください。

■届出種類

リモート ID特定区域の届出

■届出種別

新規届出

■届出受付番号

DA2300001511

■届出番号

JUA22300978-1

■飛行の日時（有効期間）

開始日： 2023/02/10 08:00

終了日： 2026/02/09 16:00

■リモート ID 特定空域の届出確認と該当機体確認を行う方法

ＤＩＰＳに代表者のログイン ID とパスワードでログインし「各手続き手順の確認」⇒「無人航空機の登録申請」

⇒「リモート ID 特定区域の届出を行う場合はこちら」⇒「届出一覧」⇒「詳細」ボタンをクリック

⇒リモート ID 特定空域の機体等情報に該当機体のＪＵ番号が表示されています。

■リモート ID 特定空域での搭載不要機体を追加する方法

ＤＩＰＳに代表者のログイン ID とパスワードでログインし「各手続き手順の確認」⇒「無人航空機の登録申請」

⇒「リモート ID 特定区域の届出を行う場合はこちら」⇒「届出一覧」⇒「複写」ボタンをクリック

⇒以前の届出内容をコピーして新規届出ができます。



３ 登録記号（ＪＵ番号）の表示・撮影・管理

特定空域登録クラブ飛行場での登録機体

・表示⇒文字の高さが３㎜以上

・撮影⇒①機体が識別出来る全体写真 ②登録記号が読み取れる写真

・管理⇒上記写真をクラブ単位で共有管理（団体登録の場合）

参考：ＧＭＨではクラブ掲示板（PS 有）に順次掲載していきます。

参考：ＧＭＨ掲示板


	2023.3.26
	岐阜模型飛行場ＲＣクラブ（ＧＭＨ）
	リモートIDの搭載不要の条件
	１　リモートIDの搭載義務　令和4年6月19日までに申請して登録した機体につきましてはリモートID
	■ラジコンクラブで登録をすれば、あるいはラジコン協会で代行をすれば、どの機体でもリモートID搭載が免
	２　リモートID特定区域の届出■リモートID特定区域の届出書 ひな形
	　省略
	■リモートID特定区域の届出書（別紙）ひな形　
	■リモートID特定区域の届出
	■リモートID特定空域の届出確認と該当機体確認を行う方法ＤＩＰＳに代表者のログインIDとパスワード
	⇒リモートID特定空域の機体等情報に該当機体のＪＵ番号が表示されています。
	■リモートID特定空域での搭載不要機体を追加する方法
	ＤＩＰＳに代表者のログインIDとパスワードでログインし「各手続き手順の確認」⇒「無人航空機の登録申請

